
（12）第665号 広 報 ひ が し ど お り

河川におけるサケの採捕禁止について

　許可を受けた漁業関係者以外の方がサケを捕ることは、水産資源保護法及び青森県内水面漁業調整規

則により、全ての川で全面禁止となっています。

　ルールに違反して一般の方がサケを捕ると法律及び規則により罰せられますので、ご注意願います。

【問合せ先】　　つくり育てる農林水産課　TEL　27-2111（内線111）
　　　　　　　むつ水産事務所水産課　　TEL　22-9732


